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介護予防支援業務の流れ（居宅介護支援事業所への業務委託の場合） 

松阪市地域包括支援センター         平成 23年１月 1 日 

○ 以下の業務を行うためには、事前に地域包括支援センター（以下、「包括」という）と居宅介護支援事業者間で

の業務委託契約（単年度契約）が締結されていることが必要です。 

○ この事務の流れは、現時点で国から示されている内容をもとに作成していますが、今後様式等変更の可能性が

ありますので注意してください。（変更時は別途お知らせします） 

業務の流れ 
地域包括支援センター 

(指定介護予防支援事業者) 
指定居宅介護支援事業者 備考 

 
1.事前説明 

 

  
（1）利用者に対して、認定更新手続

きの際に「要支援 1」「要支援 2」と
なった場合のサービス利用や手続
きについて、事前に説明しておく 

 
（2）「要支援 1・要支援 2」の認定結

果が出た場合、所管のセンターを紹
介するとともに、サービス利用に関
する手続きを説明し、予防サービス
利用の意思を確認する。 

 
（3）利用者が、予防サービスの利用

を希望された場合は、利用者の同意
を得た上で、包括に利用者に関する
基礎情報（利用者名・住所等）を連
絡する。 

 

※みなし認定で

サービス利用を

開始する場合、居

宅介護支援の契

約を締結した上

で届出書（黄色）

を提出し、暫定プ

ランを作成して

ください。 

 

尚、要支援認定が

見込まれる場合

は、サービスを開

始する前に、担当

地区の包括へご

連絡ください。 

 
2.利用申込受

付 

 
（4）委託先の居宅介護支援事業所に受
託の可否を確認する 

 
（5）業務委託契約の締結（年に 1 度） 
 
 

 
 
 
（6）サービス利用相談 
（利用者に連絡して、契約やケアプラ

ン作成に係る日程調整を行う） 

 
3.契約締結 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
（7）三者契約締結（利用者・居宅介護
支援事業所・包括） 

ア. 【被保険者証】で要介護度を確認
する。 

 
イ. 利用申込者に【重要事項説明書】

を交付、説明し同意を得る。 
 
ウ. 包括が持参した【利用契約書】へ

利用者の署名・押印 
 
エ. 【個人情報使用同意書（2 部）】へ

利用者・家族の署名・押印 
 
オ. ウ.の契約書を、居宅介護支援事業

所に渡し、押印を依頼 
 
カ. 【介護予防サービス計画作成依

頼届出書】に、必要事項を記入し
てもらい、市の窓口に提出。（居
宅支援事業所が代行提出可） 

 
 
 
 
 

 
（7）契約締結時の同席 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※【介護予防サー

ビス計画作成依

頼届出書】の提出

は、利用契約締結

後に限ります。 

 
 

 
○居宅介護支援事業所印の

押印された【利用契約書】 
 

 
○ 居宅介護支援事

業 所 印 の な い
【利用契約書】
（3 部） 

 
 →居宅介護支援事
業所印押印後①利
用者に交付②居宅
介護支援事業所で
保管③包括に渡
す。 
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業務の流れ 

 

 
地域包括支援センター 

(指定介護予防支援事業者) 

 
指定居宅介護支援事業者 

 
備考 

 
4. アセスメ

ン ト の 実
施（利用者
宅訪問・面
接） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（8）市役所より、【認定調査票(写)】・

【主治医意見書(写)】を入手 

 

 

 

 

 
 
（9）利用者宅を訪問して面接し、ア

セスメントを実施する。 
 
ア. 入手した書類及び既存の書類か

ら、必要な情報を把握 
イ. 生活機能低下の背景・原因及び課

題の分析 
ウ. 【利用者基本情報】を作成 

利用者・家族と面接しながら、支
援ニーズを特定し課題を分析 

 

 

 

※「認定調査票」

と「主治医意見

書」は、FAX

送信不可（手渡

し又は郵送） 

 

※基本チェック

リストは、計画

作成の度に必

ず実施してく

ださい。 

 

 

 
5.【介護予防
サービス・支
援計画書（1）
（2）（原案）】
の作成 

 
 
 

 
（10）【介護予防サービス・支援計画

書（原案）】の作成 
 
ア. 目標、具体策、利用サービスの決

定 
本人・家族やサービス担当者等と目標
や具体策について合意し共有する。 
 

 
※利用するサー
ビス種別及び
加算は、もれな
く計画書に位
置付けてくだ
さい。 

 
6.サービス担

当 者 会 議
の開催 

 
（11）サービス担当者会議への参加 
 
（委託の場合も会議に参加することが
望ましいが、参加できなかった場合は、
居宅より報告を受ける） 
 
 
 

 
（11）サービス担当者会議の開催 
 
ア. サービス担当者会議の開催等によ

り、専門的意見を聴取する。(目標
を共有し、役割分担を確認する) 

イ. 【介護予防サービス・支援計画表
(1)(2)】について、利用者や主治医、
サービス事業者との共通理解を図
り、サービス利用頻度や内容等を
決定する。 

【介護予防サービス・支援計画表
(1)(2)】に必要な修正を加え、計画を
最終的に決定する。 
 
 

 
※必ず【介護予防    
支援経過記録】に 
＜担当者会議＞
と明記し、簡潔明
瞭に会議の要点
を記載してくだ
さい。 
 
※担当者会議は、
計画作成の度に
必ず開催し、【介
護予防支援経過
記録】へ記録して
ください。 

 
7.【介護予防

サ ー ビ
ス・支援計
画（1）（2）】
の決定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（12）利用者及び家族へ【介護予防サ

ービス・支援計画表(1)(2)（原案）】
を説明し、同意書欄に自署又は代理
人の署名・押印をもらう。 

 
 
（13）包括に【介護予防サービス・支

援計画書】の確認を依頼 

 

 

 
 
 

※【介護予防サー

ビス・支援計画

書】【利用者基本

情報】は、利用者

の自署があれば

押印不要。代理人

がサインする場

合は、利用者名・

代理人名及び代

理人押印が必要。 

 
○認定調査票(写) 
○主治医意見書(写) 

 
○【利用者基本情報】 
○【基本チェックリスト】 
○【アセスメント表】 
○【認定調査票】 
○【主治医意見書】 
○【被保険者証(写し等)】 
○【介護予防サービス・支
援計画表(1)(2)】 

 
※書類は、全て原本をご提
出ください。 

 
○認定調査票(原本) 
○主治医意見書(原本) 
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業務の流れ 

 
地域包括支援センター 

(指定介護予防支援事業者) 

 
指定居宅介護支援事業者 

 
備考 

 
7.【介護予防

サ ー ビ
ス・支援計
画（1）（2）】
の決定 

 
 
 
 
 

 
（14）【介護予防サービス・支援計画表

(1)(2)】が適切に作成されているか、
内容が妥当かどうかについて確認す
る。 

 
（15）【介護予防サービス・支援計画表

(2)】確認欄に確認者の所属地域包括
名と氏名を記入する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（原本はセンターが保管） 

 

 

 

 

 

 

 

 
（16）利用者及びサービス提供事業所

へ【介護予防サービス・支援計画表
(1)(2)】を交付。（写しを居宅介護支
援事業所が保管） 

 
（17）【主治医連絡票】等を利用し、

主治医との連携を図る 
 

※【介護予防サー

ビス・支援計画

表(1)(2)】の「期

間」は、年月日

を記入してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. 【介護予防

サ ー ビ
ス・支援計
画 表
(1)(2) 】の
交付 

 
9.【サービス

利用票】・
【 サ ー ビ
ス 利 用 票
別表】の作
成と送付 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（18）各サービス提供事業者からの連

絡を基に【サービス利用票】・【サー
ビス利用票別表】を作成する。 

 
（19）次回面接予定月までの【サービ

ス利用票】・【サービス利用票別表】
について利用者に確認する。 

  ※ 利用者押印不要 
 
（20）サービス提供事業所へ、【サー

ビス提供票】・【サービス提供票別
表】（又はそれに代わるもの）を交
付する 

※【サービス利用

票】【サービス

利用票別表】の

予定分提出は、

サービス開始

月及びサービ

ス変更月のみ

で可 

 

 

10.介護予防
サービスの
提供 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

11.モニタリ
ング 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（23）必要に応じて同行訪問 
 
 
 
 
 
 
 

＜介護予防サービス・支援計画表の「期
間」を 6 ヶ月とした場合の例＞ 
 ◎必須訪問月（基準以上は可） 

 
開
始
月 

2
月
目 

3
月
目 

4
月
目 

5
月
目 

評
価
月 

訪
問 

◎  
どちら
かで◎ 

 ◎ 

訪
問
以
外 

 上記訪問月以外 

 

（21）サービス提供事業者からの結果
報告の確認 

 
（22）毎月 1 度は「モニタリング」を

実施し、利用者の状況を把握 
 ア.利用者の居宅を訪問しない月は

特段の事情がない限り、サービス事
業所を訪問しての面接や電話等に
より利用者と接触し、モニタリング
を実施する。 

イ. 状況の変化があった場合につい
ては、必ず利用者宅を直接訪問して
面接を行う。 

ウ.少なくとも、サービス提供開始月、
サービスの評価期間終了月及びサ
ービス提供開始月の翌月から起算
して３月に１回は、利用者の居宅を
訪問し、面接をする。 

ウ.計画見直しの必要性について検討
し、見直しの必要があれば、初回の
計画作成時の手順により見直しを
行う。 

 

 
※サービス実施

状況のモニタ
リングは、【介
護予防支援経
過】に報告書を
添付。把握した
状況等につい
て記載してく
ださい。 

 
 

※ 利用者の居
宅を訪問して
モニタリング
等を実施した
場合は、【介護
予防支援経過】
に＜利用者宅
訪問＞＜モニ
タリング＞等
明記してくだ
さい。 

 
【介護予防サービ
ス・支援計画表
(1)(2)】 

 

 
○【サービス利用票】 
○【サービス利用票別表】 
 

 

 
【介護予防  
サービス・支
援 計 画 表
(1)(2)】 

※原本 
 

 

 
○状況変化があった場

合や、計画見直しの
必要性がある場合、
センターに連絡 
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業務の流れ 
 

 
地域包括支援センター 

(指定介護予防支援事業者) 

指定居宅介護支援事業者  
備考 

 
12.サービス

提 供 実 績
の報告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
（24）利用者へサービス利用実績の確

認 
 
 
 
 
 
 
 
 
（25）利用者に確認した実績と、サー

ビス事業者から送付された実績を
突合する 

 
（26）包括へ実績を送付 

 

 

※「介護予防支援

初回加算」を算

定する場合は、

【利用票】余白

に、その旨明記

してください。 

 

※実績は、毎月 5

日までに送付

してください。 

 

 

 
13.給付管理

業務 
 

 
（27）毎月 10 日までに【給付管理票】・
【介護給付費明細書】を作成し、国
保連に伝送で提出 

 
 

 

 
 

 
14.効果の評

価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（29）【介護予防支援・サービス評価表】
の内容について確認。今後の方針等
について意見交換をし、方針の統一
を図る。 

 
（30）今後の方針を決定して包括の意
見を記入する。 

   
 
（31）【介護予防支援・サービス評価表】 
を保管し、(写)を指定居宅介護支援事
業者へ交付する。   

 
 
 

 
（28）評価 
（利用者宅を訪問・面接して行う） 
 
ア. 評価表の作成時期は、 

①介護予防サービス・支援計画表に
位置付けた「期間」が終了する前。 

 ②利用者の状態が変化し、介護予防
サービス・支援計画表の見直しが必
要となった時。 

イ. 事業所から事後アセスメントの
結果報告を受けて、利用者宅を訪
問・面接。 

ウ. 設定された目標との関係を踏ま
え、効果の評価を実施 

エ. 【介護予防支援・サービス評価表】
を作成する。 

オ.【介護予防支援・サービス評価表】 
を包括に渡して意見交換を行い、方
針の統一を図る。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※ 評価は、利用

者宅を訪問・
面接して行な
ってくださ
い。 

※ サービスを終
了する場合
は、必ず評価
を実施してく
ださい。 

 

 

 

 
○【サービス利用票】・
【サービス利用票別
表】 (実績入り) 

 

※「介護予防支援初回加

算」を算定する場合は、

【利用票】余白に、その

旨明記 

 
○【介護予防支援・サ
ービス評価表】 

 
○ 【介護予防支援経

過記録】 
 

※「利用者宅訪問」
「モニタリング」
「担当者会議」等
明記して記入 
 
 

 
【介護予防支援・サー
ビス評価表】 (原本) 

 
【介護予防支援・サー
ビス評価表】 (写) 
 
 

 
○【サービス提供票】・【サービ
ス提供票別表】（実績入り） 

○又はそれに代わるもの 


